
【富山県】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

中山間地域

話し合い促

進事業 

(1)対象：自治振興会、地域運営組織、複数集落（自治会、町内

会等）など 

(2)地域要件：次の A、Bを満たすもの 

A 県内の中山間地域に位置すること 

B 「地域の話し合い」をきっかけに住民主体で地域活性化に

取り組む意欲があること 

支援内容：地域の未来像などまちづくりに向けた話し合い

やアクションプランの策定に係る以下の経費を県が負担 

①地域づくりの専門家の派遣に伴う謝礼、旅費・宿泊費 

②ワークショップの実施に必要な会場使用料、消耗品費 

支援額：１地域当たり 40万円程度 

中山間地域

対策課 
076-444-9607 

中山間地域

チャレンジ

支援事業 

事業主体：中山間地域に位置する集落・地域運営組織、企業、

団体等 

支援対象とする取組み： 

①新商品開発、販路開拓（特産品の開発、販路の開拓 等） 

②伝統文化の継承（伝統芸能や祭り継承・復活 等） 

③生活支援サービス(コミュニティバスの仕組み作り、高齢者

宅への見回り等の支援) 

④農業生産活動の支援（農作業の支援システム作り） 

⑤農業参入者の促進（農作業の指導、農地の斡旋 等） 

⑥定住促進の支援（空き家調査、住居の斡旋 等） 

⑦デジタル技術活用等による地域の課題解決の取り組み

（電子回覧板アプリ活用の見守りの導入 等） 

⑧その他地域活性化を目指す取組（地域主体で作成したア

クションプランや地域のまちづくり計画の内容取組み 

【ソフト事業】 

一般枠：上限 25万円（定額）/地区/年×最大 3年間 

知事特認枠：上限 50万円（定額）/地区/年×最大 3年間 

 

【ハード枠】 

補助率 1/2 、補助上限 100万円/地区 

富山県まち

なか活性化

応援モデル

事業 

補助対象者：個人または任意の団体（商店街、商工団体、まち

づくり会社は除く） 

補助対象事業：まちなか活性化につながる試行的な事業 

・補助率・限度額：県 1/2（50万円）（市町村の上乗せ可） 

・補助対象経費：ソフト事業に係る経費 

・専門家派遣：「まちなか活性化に取り組む意欲はあるが、

事業の進め方が分からない」という方に向けて、県と応

募者で調整のうえ、必要に応じて、専門家を派遣 

・ふるさと納税の活用：補助交付決定を受けた事業者は、

補助金を除いた事業費の範囲内であれば、ふるさと納税

を活用した資金調達も可能 

地域産業支

援課 
076-444-3253 
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【富山市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

富山市空き家再生等

推進事業 

空き家を改修、除却し地域課題の解決に資する用途に活用

する場合 

改修費（建物取得費を含む）の 2/3（限度額 500万円

/件） 

除却費の 4/5（限度額 160万円/件） 

居住対策課 

076-443-2113 

富山市空き家事前相

談支援事業 

空き家で迷惑を被った・被るおそれのある方や、空き家を利

活用等される方のうち、問題解決のため弁護士や司法書士

への相談を行う場合 

相談費用の 1/2（相談 1回あたりの限度額 5千円。

年 3回まで。） 

富山市まちなか住宅

取得支援事業 

まちなかにおいて、住宅（中古住宅含む）を取得し居住する

場合 
金融機関からの借入額の 3％（限度額 50万円/戸） 

076-443-2112 

富山市公共交通沿線

住宅取得支援事業 

公共交通沿線居住推進補助対象地区において、一定水準

以上の住宅（中古住宅含む）を取得し居住する場合 

金融機関からの借入額の 3％（限度額 30万円/戸、

上乗せあり） 

富山市まちなかリフォ

ーム補助事業 

まちなかにおいて、中古住宅（空き家）を取得または世帯員

増加のために住宅をリフォームする場合 
100万円以上の工事費の 10％（限度額 30万円） 

富山市公共交通沿線

リフォーム補助事業 

公共交通沿線居住推進補助対象地区において、中古住宅

（空き家）を取得または世帯員増加のために住宅をリフォー

ムする場合 

100万円以上の工事費の 10％（限度額 30万円） 
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【高岡市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

高岡市空き家除却支

援事業 

内容：老朽危険空き家及び老朽空き家の除却費用の補助  

建築政策課 0766-30-7291 

老朽危険空き家除却支援事業 補助額：対象事業費の 1/2、限度額：50万円 

老朽空き家除却支援事業（非課税世帯） 補助額：対象事業費の 1/3、限度額：20万円 

高岡市まちなか空き

家除却支援事業 

内容：まちなか区域(伝建地区除く)での旧耐震基準の空き家の除

却費用を補助（除却後の土地を空き家バンクに登録した場合の

補助金加算あり） 

対象：一戸建ての空き家（昭和 56年 5月以前に着工されたもの） 

補助額：対象事業費の 1/3 

限度額：20万円(高岡市空き家・空き地情報バン

クに登録した場合には補助金の加算あり(10

万円)) 

たかおか暮らし支援

事業（中古住宅、中

古マンション） 

内容：居住誘導区域で中古住宅、中古マンションの購入の補助 

対象：まちなか以外は UIJ ターン、子育て、新婚世帯のいずれか 

補助額：購入費の 5％もしくは金融機関借入額

の 5％ 

限度額：まちなか 50万円/戸、まちなか以外 20

万円/戸 

たかおか暮らし支援

事業（リフォーム） 

内容：居住誘導区域で耐震改修に伴うリフォーム、三世代同居の

ためのリフォーム、エコリフォームを行う場合のリフォームの補

助 

補助額：対象リフォーム費の 1/3 

限度額：各 20万円/戸 

たかおか暮らし支援

事業（隣接土地購入） 

内容：居住誘導区域で隣接土地の購入の補助 

まちなか以外では隣接土地上の空き家等除却を行うこと 

補助額：隣接土地の購入費 

限度額：まちなか 30万円、まちなか以外 10万

円 

たかおか暮らし支援

事業（隣接土地上の

空き家等除却） 

内容：居住誘導区域における隣接土地上の住宅、車庫、倉庫等

の除却経費及び除却に伴う隣家の側壁補修費の補助 

対象：たかおか暮らし支援事業の補助を受けて隣接土地を購入

する者 

補助額：対象事業費の 1/3、限度額：20万円 

高岡市空き家バンク

住宅取得支援事業 

内容：高岡市空き家・空き地情報バンクの登録物件の購入の補助 

対象：UIJ ターン、子育て、新婚世帯のいずれか 

補助額：物件の購入費の 5％ 

限度額：20万円 

高岡市空き家改修支

援事業 

内容：県外移住者による空き家（古民家）改修の補助 

対象：富山県外に 1年以上居住かつ高岡市に転入して 5年以内

の者 

補助額：対象リフォーム費の 2/3 

限度額：100万円 

高岡市空き家賃貸活

用支援事業 

内容：空き家を個人の居住用の賃貸物件として貸し出すために必

要な改修に対する支援を実施するもの 

対象：一戸建ての空き家 

補助額：対象リフォーム費の 1/3 

限度額：20万円 
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【射水市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

射水市空き家対策

支援事業 

内容：老朽危険空き家等の解体を促進し、解体後の跡地

活用を支援するため、老朽危険空き家等の解体及び解

体後の住宅の新築又は増築並びに解体後の跡地購入

に要する経費に対し、その費用の一部を補助 

補助額： 

① 老朽危険空き家の解体費用の 4/5（限度額 50万円） 

② 老朽空き家の解体費用の 1/2（限度額 25万円） 

③ 老朽危険空き家等隣接空き家解体費用の 1/2(限度

額 25万円) 

④ 老朽危険空き家等解体後跡地での新増築費用の

1/2（限度額 60万円） 

⑤ 老朽危険空き家等解体後跡地購入費の 1/10（限度

額 30万円） 

建築住宅課 0766-51-6683 

射水市指定宅地取

得支援助成制度（空

き家情報バンク型） 

内容：空き家等情報バンクに登録して１年以上かつ、前所

有者が３年以上所有している市街化区域内の空き家

（空き地）の購入費用を助成 

補助額：2,600円／㎡（限度額 60万円） 

観光・定住

課 
0766-51-6676 

射水市空き家利活

用モデル支援事業 

内容： 

①新用途型 移住者向けの賃貸住宅などの用途におお

むね３年以上利活用するため、空家等を取得し、又は

賃借し、必要な改修等に係る経費の一部を補助。 
補助額：対象工事費の 2/3（上限 100万円） 

②伝統的家屋型 富山県外から県内に移住して５年以内

の者で市内に居住し、住所を有するものがおおむね５

年以上居住するため、伝統的家屋を取得し、又は賃借

し、必要な改修等に係る経費の一部を補助。 

いみず住まい等応

援事業【空き家利活

用事業】 

内容：市内にある空き家を購入し、自ら居住するための住

宅（専用住宅又は併用住宅）として利活用する者への

補助。空き家バンク登録や、市外からの移住、若者・子

育て世帯や子どもの人数など該当項目に応じて加算。 

補助限度額 200万円 
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【魚津市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

住宅取得支援事業 

内容：①転入予定者等が居住誘導区域内に 

100万円以上の住宅を取得 
補助額：取得費の 4％（上限 100万円） 

都市計画課 0765-23-1031 

内容：②居住誘導区域外の市民が居住誘導区以内に

100万円以上の住宅を取得 
補助額：取得費の 4％（上限 50万円） 

内容：③子育て・新婚世帯が 100万以上の住宅を取得 

※子育て世帯  中学３年生以下の子どもがいる家庭 

※新婚世帯   婚姻後２年以内の夫婦 

※生活応援世帯 A  以下のすべてを満たす世帯 

令和５年３月１日以降に結婚 

夫婦ともに 39歳以下で、世帯所得 500万円未満 

※新生活応援世帯 B  以下のすべてを満たす世帯 

令和５年３月１日以降に結婚 

夫婦ともに 29歳以下で、世帯所得 500万円未満 

補助額： 

③-1子育て・新婚世帯の場合 一律 50万円 

③-2生活応援世帯 Aの場合 一律 80万円 

③-3生活応援世帯 Bの場合 一律 110万円 

※ただし、補助額の上限は、住宅取得額とする。 

魚津市危険老朽空

き家対策支援事業 

内容：危険老朽空き家の解体費補助 

対象：以下のすべてを満たす空家 

個人の一戸建ての居住用の空家 

評点 90点以上 

市内に本社、支店等を有する事業者で解体 

補助額：解体費用の 1/3 

限度額 10万円（90点以上 150点未満） 

50万円（150点以上） 

居住誘導区以内の加算 一律 10万円 

連棟空家を同時に解体する場合は加算 一律 10万円 

連棟空家を同時に解体する場合で、状態の悪くない空

家 上限 50万円 

魚津市空家家財道

具等処分補助事業 

内容：空家バンクに登録されている空家の家財道具等の

処分費を補助 

対象：市内に本社、支店等を有する事業者で処分 

補助額：処分費の 1/2 上限 10万円 

魚津市空家リフォー

ム支援事業 

内容：空家バンクに登録されていた空家を購入して 

リフォーム費用を補助 

対象：市内に本社、支店等を有する事業者で処分 

補助額：リフォーム費の 1/2 

購入者が自ら居住する場合 上限 50万円 

購入者が自ら事業所等を開設する場合 上限 80万円 

居住誘導区域内は上限額 20万円加算 

空家等対策地域活

動費補助金 
地域振興会が行う、発生抑制等に要する活動費を補助 補助額：活動費用の 10/10（上限 10万円） 

  

https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=21711
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https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=21761


【氷見市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

まちなか居住支援事

業 

内容：まちなか地区に居住している者で、隣接する土地を

購入した者への土地取得支援補助、及びその土地売

却者への補助 

補助額： 

当該用地の売買契約書に記載された金額の 1/2 

①土地購入者 限度額 20万円 

②土地売却者 限度額 10万円 

移住定住推

進課 
0766-74-8190 

氷見市危険老朽空き

家対策事業 

内容：老朽空き家の除却費補助 

対象区域：市内全域 

対象空き家：危険老朽空き家（評点 100点以上の不良

住宅）、老朽空き家(S56.5.31以前に建築された住宅) 

補助額： 

【危険老朽空き家】除却費用の 2/3（限度額 50万円） 

【老朽空き家】除却費用の 2/3（限度額 30万円） 

空き家優良物件化支

援事業 

内容：空き家所有者へのリフォーム費用等の助成。対象

家屋は 10年間移住者に対して賃貸するものとする。 

補助額：リフォーム費用等の 1/2 

（限度額 300万円） 

定住促進賃貸住宅家

賃補助事業 

内容：移住者で住宅を賃借しているもので、一定の要件を

満たす者に家賃の一部を助成 
補助額：最大 2万円/月（最大 2年間） 

定住マイホーム取得

支援補助金 

内容：市内の者または転入者が自ら居住するための住宅

の取得費を補助 

補助額：住宅取得費用の 1/10〈新築〉または 

1/2〈中古：土地価格含む〉 

（条件により最大 140万円） 

住宅リフォーム支援

補助金 

内容： 

①転入者が空き家を取得した場合、または 

②三世代同居するためにリフォームした場合 

のリフォーム工事費用を補助 

補助額：リフォーム費用の 1/2 

①限度額 100万円 

②限度額 50万円 

 

空き家利活用モデル

支援事業費補助金 

内容：多様化する空き家活用ニーズ対応した、今後の空

き家活用のモデルとなる取組みへの補助 

補助額：対象工事費の 2/3（上限 100万円） 

対象経費の 1/3(上限 20万円)等 

空き家情報バンク登

録奨励金 

内容：空き家所有者が空き家情報バンクに賃貸物件とし

て登録したとき及び登録後に移住者との賃貸借契約が

成立したときに奨励金を交付 

補助額：登録奨励金 2万円 

成約奨励金 3万円 

まちなか空き店舗等

出店支援事業補助金 

内容：まちなかで空き店舗等を活用して新規出店する際

の改装工事費、取得費等の初期投資費用を補助 
補助額：対象経費の 1/2(上限 200万円) 商工振興課 0766-74-8105 

  

https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1650.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1650.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/7374.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/7374.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1661.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1661.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1652.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1652.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1653.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1653.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1657.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1657.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1663.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/1663.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/7953.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/ijuteiju/1/7953.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokoshinko/2/4/1881.html
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokoshinko/2/4/1881.html


【滑川市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

市街地空き地空

き家活用支援事

業 

内容：市内の対象 DID地区内に、空き地空き家を活用した、各種商品小

売業等の店舗創業者に対し補助 

 

DID地区…人口集中地区 

補助額： 

①土地・建物の取得の場合：取得費・改装

費の 1/2（限度額 100万円） 

②建物の賃貸の場合：賃借料の 1/2、改

装費の 1/2（それぞれ限度額 50万円） 

商工企画課 076-475-1431 

まちなか居住推

進事業 

内容：市内の対象 DID地区内に、地区外から住宅の新築・中古住宅の

購入一定要件を満たして居住した場合に補助 

補助額：銀行からの借入金の 3％（限度額 50

万円） 
企画政策課 076-475-2119 

滑川市危険老朽

空き家対策事業 

内容：危険老朽空き家の除却 

対象：①区域：用途地域内（対象 DID地区） 

②空き家：寄付を受けた木造戸建住宅 

 

都市計画課 076-475-1453 

滑川市危険老朽

空き家除却支援

事業 

危険老朽空き家を除却した場合に、その解体にかかる費用に対して補助 補助額：解体費用の 1/2（上限 70万円） 

滑川市隣地統合

支援事業 

旧町部の特に住宅が密集し、空き家が多い地域を対象に、所有する土

地に隣接する空き家が建つ土地を統合する者に、統合に必要な経費の

一部を補助することにより、隣地に建つ空き家の適正管理、利活用又は

除却を促進し、住宅密集地における管理されない空き家の解消を図る 

補助対象者：次のいずれにも該当する者（法人も可） 

・隣地統合後の所有者（又はその委任を受けた者） 

・市税等を滞納していない者 

・暴力団員と認められない者 

隣地統合の要件：次のいずれにも該当すること 

・隣地統合する土地が別図に定める区域内にあること 

ただし、明らかに住宅密集地と認められない場合を除く 

・申請時点において、隣地統合する前の土地がそれぞれ異なる個人

又は法人が所有するものであること 

・相続や親族からの贈与等でないこと 

・隣地に建つ空き家が隣地統合後、1年以内に適正管理、利活用又

は除却されることが見込まれること 

・補助対象経費の 1/2以内（1,000円未満切

捨て） 

・上限額 50万円 

・補助金の交付は、補助対象者 1人につき 1

回を限度とする 

https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/machinaka/7837.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/machinaka/7837.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/machinaka/7837.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/machinaka/7837.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/machinaka/7837.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/machinaka/7837.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/machinaka/7837.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/4/1/7701.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/4/1/7701.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/4/1/7701.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/4/1/7711.html
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/17/4/1/7711.html


滑川市空き家の

除却に係る土地

の固定資産税減

免 

・1年以上、居住の用に供していない住宅の除却であること 

・令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までの間に除却を行うこと 

・住宅用地特例が適用されている土地であること 

・空き家の除却後、その土地を営利目的で使用する予定がないこと 

・申請者は土地と空き家が同じ所有者又はその相続人であること 

・市税を滞納していないこと 

減免となる期間：空き家除却後、住宅用地特

例が適用されなくなった年度から 3年間 

減免額：空き家除却後の土地に係る税額と住

宅用地特例があるものとみなして算出した

税額との差額 

税務課 076-475-1273 

DID地区…人口集中地区 

  

http://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/7/2/1/7540.html
http://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/7/2/1/7540.html
http://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/7/2/1/7540.html
http://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/7/2/1/7540.html


【黒部市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

黒部市住宅取得支援

補助事業（中古住宅） 

内容：市外からの転入、あるいは一定の市内転

居者が中古住宅を取得する場合に、取得費

用の一部を補助 

 

都市計画課 0765-54-2647 

【転入者】 

市外に１年以上居住していた転入者が市内

で住宅を取得する場合 

補助： 

①居住誘導区域内に住宅を取得する場合、100万円補助 

②市が指定する「まちなか（居住誘導区域内を除く）」または「地鉄

沿線」区域の場合、10万円補助 

③若年世帯（40歳未満）の場合、20万円補助 

④子育て世帯(小学生以下の子がいる世帯)の場合、10万円補助 

⑤県外からの転入者は、30万円補助 

【市内転居者】 

住宅取得のために居住誘導区域内で１年以

内に 300万円以上の土地を取得した場合 

補助： 

①30万円補助 

②若年世帯（40歳未満）の場合、20万円加算 

③子育て世帯(小学生以下の子がいる世帯)の場合、10万円加算 

黒部市空家情報バン

ク活用促進補助事業 

内容：空家情報バンクを利用して売買・賃貸借

契約を行った場合に助成 

補助額： 

①売買契約の場合：空家の売買代金相当額の 5分の 1以内の

金額(上限 10万円) 

居住誘導区域内の空家の所有者は 10万円加算 

②賃貸借契約の場合：空家の 1年間の賃貸借料相当額の 5分

の 1以内の金額(上限 10万円) 

黒部市老朽危険空家

対策支援事業 

内容：老朽危険空家を除却した場合にその解体

にかかる費用に対して助成 
補助額：解体工事に要する費用の 2分の 1(上限 50万円) 

黒部市登録空家リフ

ォーム補助事業 

【リフォーム補助金】 

内容：空家情報バンクに登録された空家等の改

修及び修繕にかかる費用に対して助成 

【家財処分補助金】 

内容：バンクに登録されている空家等の家財道

具等の処分にかかる経費に対して助成 

【リフォーム補助金】 

補助額：対象となるリフォーム工事に要する費用の 2分の 1(上限

50万円、居住誘導区域内の空家所有者は上限 100万円) 

【家財処分費補助金】 

補助額：対象経費の 2分の 1（上限 10万円） 

 

黒部市空家情報バン

ク仲介報奨金 

内容：空家情報バンクを利用して、売買契約を

締結した場合、仲介業者に報奨金を交付 

5万円、10万円（居住誘導区域内） 

（50万円以下の売買契約に対し契約額に応じ、報奨金を加算、最

大 30万円）  

https://www.city.kurobe.toyama.jp/news/detail.aspx?servno=15270
https://www.city.kurobe.toyama.jp/news/detail.aspx?servno=15270
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6254
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6254
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=6122


【砺波市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

砺波市定住促進空き家活

用補助事業（購入・改修） 

内容：空き家情報バンクに登録されている物件を購入し、その

住宅の改修に要した経費を補助 

補助額：改修等経費の 1/2（限度額 50万円） 

※三世代同居・近居するために改修する場合

は、改修等経費の 3/4（限度額 同居 200

万円 近居 100万円） 
市民生活課 0763-33-1372 

砺波市定住促進空き家活

用補助事業（家賃補助） 

内容：空き家情報バンクに登録されている物件を賃貸する者の

家賃を補助 

補助額：家賃月額の 1/2×3年間（限度額 1

万円/月） 

空き家活用型福祉施設整

備事業補助金事業 

内容：空き家バンクに登録されている空き家を活用して介護又

は障害者福祉施設等に改修する場合の経費の一部を補助 

対象：富山型デイサービス、小規模多機能型居宅介護事業

所、障害者グループホーム・ケアホーム 

補助額：限度額 400万円 高齢介護課 0763-33-1328 

空き店舗再生みんなでチ

ャレンジ事業補助金 

内容：中心市街地の空き店舗及び、創業者が空き家情報バン

クに登録されている物件を改修して店舗として使用する場

合、それに要した経費を補助 

対象：中心市街地（砺波駅周辺）の道路に面し、現在使用され

ていない店舗又は、空き家情報バンクに登録されている物件 

補助額：改修等経費の 1/2（限度額 200万円） 商工観光課 0763-33-1392 

  

https://www.city.tonami.lg.jp/service/2470p/
https://www.city.tonami.lg.jp/service/2470p/
https://www.city.tonami.lg.jp/service/2470p/
https://www.city.tonami.lg.jp/service/2470p/
https://www.tonami-life.net/support/support_job
https://www.tonami-life.net/support/support_job
https://www.tonami-life.net/support/support_job
https://www.tonami-life.net/support/support_job


【小矢部市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

小矢部市定住促進住宅

取得助成金 

内容：住宅を建築又は取得した場合 

補助額： 

①転入（3年以内）して取得｛50万円限度＋

10万円×児童数(中学生以下)｝ 

②新婚（3年以内）で取得｛50万円限度+10

万円×児童数（中学生以下）｝ 

③転入かつ新婚（3年以内）で取得｛100万

円限度+10万円×児童数（中学生以下）｝ 

定住支援課 

0766-67-1760 

（代表） 

小矢部市空き家・空き地

情報バンク活用促進事

業助成金（登録者支援） 

内容：空き家バンク登録者支援  

対象：①賃貸借促進助成金：賃貸借契約成立後、１年間居住した

場合、家賃に助成 

補助額：①賃料（１年間）の 1/5以内（限度

額 5万円） 

対象：②住宅売却促進助成金：売買契約が成立した場合、売却額

に助成 

補助額：②建物売買代金の 1/10以内（限

度額 5万円） 

小矢部市空き家・空き地

情報バンク活用促進事

業助成金（利用者支援） 

内容：空き家バンク利用者支援 

対象：住宅売却促進助成金：売買契約が成立した場合、購入額に

助成 

補助額：建物売買代金の 1/10以内（限度

額 10万円） 

小矢部市空き家バンク

活用リフォーム助成金 

内容：空き家バンクに登録のある物件を購入し、リフォームした場

合 

対象：市内業者を利用した対象工事費 50万円以上のリフォーム 

補助額：対象工事費の 1/10以内（限度額

20万円） 

小矢部市空き家活用促

進事業補助金 

内容：認可地縁団体が実施する市内の空き家をコミュニティー施

設の用途に 10年以上活用する場合、改修に要する経費を補助 

事業主体：認可地縁団体 

補助額：市内の業者が施工する 100万円以

上の改修工事の 1/2（上限 350万円） 

まちなか等振興事業補

助金 

内容：商店街の空き店舗・空き地の活用及び既存店舗リニューア

ルの支援 

対象：都市計画用途地域内又は隣接地で空き店舗等または空き

地を利用して新規出店する人、市内で 10年以上継続して営業

を行っている店舗をリニューアルする人 

補助額：対象経費の 1/2以内 

・新規出店 

店舗等の取得を伴う場合 200万円 

店舗等の取得を伴わない場合 140万円 

・店舗賃借料 60万円 

・既存店舗リニューアル 100万円 

商工立地 

振興課 

小矢部市老朽危険空き

家除却支援事業 

内容：老朽危険空き家の除却費用の補助 

対象：戸建住宅、老朽度判定で 100点以上、周辺への危険度判

定基準を満たすもの 

補助額：除却費用の 1/2（上限 50万円） 都市建設課 

  

https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001740.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001740.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001741.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001741.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001741.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001741.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001741.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001741.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001733.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1001729/1001737/1001733.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1002358/1002359/1002362.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1002358/1002359/1002362.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002809/1002810/1002814.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002809/1002810/1002814.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1002358/1002359/1002362.html
https://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/1002358/1002359/1002362.html


【南砺市】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

南砺市定住奨励金 

内容： 

土地・住宅を新たに取得した場合 

転入者と同居する既存住宅をリフォームする場合 

基本額： 

①転入（新築：補助率 5/100・限度額 100万円、

中古：補助率 1/10・限度額 60万円） 

②持家（新築：補助率 5/100・限度額 100万円、

中古：補助率 1/10・限度額 60万円） 

③リフォーム（補助率 1/5限度額 60万円） 

加算：市内業者利用（10万円） 

南砺Ｕターン（20万円） 

実家近居（20万円） 

三世代同居（30万円） 

指定山間過疎地域（基本額が 1.5～2倍） 

奨励金額：基本額（住宅購入額×補助率または

限度額のどちらか低い方）＋加算額 

南砺で暮ら

しません課 
0763-23-2037 

南砺市空き家バンク

活用促進事業補助金

物件（登録者支援） 

内容：空き家バンク物件登録者支援  

対象：①賃貸借成立補助金：賃貸借契約成立後、借主より１年

間の賃借料を受領した者 
補助額：①経費の 1/5以内（限度額 5万円） 

対象：②売却成立補助金：売買契約成立後、売買代金を補助 補助額：②経費の 1/10以内（限度額 10万円） 

対象：③登録促進補助金（契約成立後、家財道具等の処分経費

を補助、建物診断及び簡易な補修に支払った代金を補助） 
補助額：③経費の 1/2以内（限度額各 10万円） 

対象：④賃貸物件登録改修補助金（空き家バンクに賃貸物件と

して登録する物件の増築、改修に支払った代金を補助） 
補助額：④経費の 1/2以内（限度額 100万円） 

南砺市空き家バンク

活用促進事業補助金

（利用登録者支援） 

内容：空き家バンク利用登録者支援  

対象：①購入住宅改修等補助金：購入住宅の改修工事費用を補

助 

補助額：①経費の 1/5以内（限度額 50万円） 

①経費の 1/2以内（限度額 100万円） 

＊市内事業者で施工の場合 

対象：②家賃補助金：1年間の賃貸料相当額を補助 ②経費の 1/2以内（限度額 24万円/年） 

南砺市老朽危険空き

家等除却支援事業 

内容：老朽危険空き家の除却費用の補助 

対象：①区域：市内全域 
 

②空き家：木造戸住宅、評点 100点以上の不良住宅 補助額：除却費用の 1/2（限度額 50万円） 

②空き家：S56.5.31以前の木造家屋等のうち今後の利用

流通不可物件 
補助額：除却費用の 1/3（限度額 30万円） 

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26086
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26097
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26097


南砺市空き家バンク

活用促進事業補助金

（協定業者支援） 

空き家バンクに登録された建物で賃貸借契約を成立させた協定

業者 
奨励額：5万円（１物件につき１回のみ） 

南砺市県外転入者空

き家改修支援補助金 
内容：県外から県内へ移住して 5年以内の者が行う概ね築 30

年の空き家改修工事に助成 

補助額：50万円以上の対象工事費の 2/3（上限

100万円） 

  

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=26078


【舟橋村】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

老朽化空き家等除去支援事業 
内容：老朽化し危険な空き家住宅等の除去に要した

経費を補助 
補助額：補助対象経費の 2分の 1（上限 100万円） 生活環境課 076-464-1121 

  



【上市町】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

上市町若年・子育て世

帯定住促進事業 

内容：夫婦合わせて 80歳未満の世帯、世帯主が

40歳未満で配偶者のいない世帯又は中学生以

下の子供がいる世帯が住宅を新築・増築・改

築、又は購入（中古住宅を含む）した場合に補助 

補助額：20万円～100万円 

※中学生以下の子供１人当たり 20万円を加算 

建設課 076-472-2477 

上市町住宅リフォーム

助成事業 

内容：住宅・空き家のリフォームに要した経費を補

助 
補助額：リフォーム対象経費×10％（上限 10万円） 

上市町空家解消特別

推進事業 

内容：空家バンクに無償で登録された場合又は無

償で登録された住宅を取得された場合に補助 

補助額：①空家バンクに無償で登録された場合 

相続等手続費（上限 5万円） 

不用品処分費（上限 5万円） 

②無償で登録された住宅を取得された場合、50万円 

上市町ゼロエネルギー

住宅等推進事業 

内容：国 ZEH等補助金の交付を受けた者又は太

陽光発電装置若しくは蓄電池付太陽光発電装

置を設置した者に対して補助 

補助額：①国 ZEH等補助金の交付を受けた者 

対象経費－国等の補助金（上限 50万円※中古

住宅の場合は上限 25万円） 

②蓄電池付太陽光発電装置を設置した者 

設置対象経費×10％（上限 25万円） 

③太陽光発電装置を設置した者 

設置対象経費×10％（上限 10万円） 

上市町危険老朽空家

対策事業 

内容：空家の所有者の除却に要した経費を補助 補助額：除却費×50%（上限 50万円） 

上市町危険老朽空家

対策事業 

内容：空家の寄付を受けて町が除却  

上市町空家相談会 
内容：上市町内の空家に関する相談全般につい

て、町職員及び専門家により助言等を行う。 
 

上市町県外転入者空

家改修事業 

内容：県外からの転入者が空家である古民家を改

修して住む場合に補助 
補助額：対象工事費×2/3（上限 100万円） 

  

https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1710.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1710.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1686.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1686.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1934.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1934.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/7532.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/7532.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1753.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1753.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1752.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1752.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1877.html
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/page/1877.html


【立山町】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

定住促進事業補助金 

立山町への定住促進及び地域経済の活性化を図るため、町内で

住宅を取得またはリフォームした場合に費用の一部を助成する。 

対象者：立山町内で住宅取得に係る契約を締結またはリフォーム

をした者 

基本額 10万円+加算額の合計又は補助対象経

費の 2分の 1のいずれか低い額 

企画政策課 076-462-9980 

若年世帯新生活支援

事業行政ポイント付

与 

内容：町内で住宅取得又はリフォームした若年世帯を対象に、行

政ポイントを付与する。 

対象者：住宅取得等に係る契約を締結した日が、婚姻の届出の

日から起算して 10年以内の世帯、または契約後６か月以内に

婚姻した世帯で、夫婦のいずれかが 42歳以下の世帯 

行政ポイント（たてポカードポイント） 

基本額 15万ポイント＋中学生以下の子ども（胎

児を含む）一人につき 5万ポイント（上限 15万

ポイント）加算 

空き家情報バンク登

録物件家財処分支援

事業補助金 

内容：空き家情報バンク登録物件の売買契約又は賃貸契約が成

立した場合、対象物件の所有者が屋内の家財道具を処分する

のに要する経費を補助する。 

対象者：空き家情報バンク利用登録者との契約が成約した空き家

バンク登録物件の所有者 

補助額：処分費用の 2/3（上限 20万円） 

新婚世帯新生活支援

事業補助金 

内容：所得基準以下の新婚世帯が町内で住宅を取得、リフォーム

又は貸借する際の経費及び引越費用の一部を助成する。 

対象者：夫婦ともに 39歳以下で、世帯所得 500万円未満の世帯 

補助額： 

婚姻日における年齢が夫婦共に 29歳以下 

上限 60万円 

上記以外 上限 30万円 

空き家除却支援事業

補助金 

内容：空き不良住宅及び空き建築物の除却に要した経費を補助 

対象：①区域：町内全域 

②空き不良住宅：不使用かつ評点 100点以上の不良住宅 

空き建築物：不使用かつ跡地を 10年以上自治会等に貸

与できるもの） 

補助額：除却費用の 1/2（限度額 500千円） 建設課 076-462-9976 

  

https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/4696.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/4676.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/4676.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/4676.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_machizukuri/akiya/1627.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_machizukuri/akiya/1627.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_machizukuri/akiya/1627.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/4256.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/4256.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_machizukuri/akiya/2144.html
https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai_machizukuri/akiya/2144.html


【入善町】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

入善町空き家バン

ク活用促進事業 

⑴賃貸借促進補助金 

「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク登録者と

賃貸借契約をし、賃借者の住定日から一年を超えた

貸し主に交付します 

補助額：年間家賃の 1/2以内（上限 5万円） 

住まい・まち

づくり課 
0765-72-3841 

⑵住宅売却促進補助金 

「空き家バンク」に登録した住宅で、同バンク登録者と

住宅の売買契約が成立した売り主に交付します 

（購入者が売買契約締結後、１年以内に居住した場合

に限ります） 

補助額：売買価格の 1/2以内（上限 10万円） 

⑶宅地売却促進補助金 

「空き家バンク」に登録した宅地で、同バンク登録者と

宅地の売買契約が成立した売り主に交付します 

（購入者が売買契約締結後、５年以内に居住した場合

に限ります） 

補助額：売買価格の 1/2以内（上限 5万円） 

⑷賃貸住宅改修等補助金 

「空き家バンク」に登録された住宅を借りる人が、居住

に必要な住宅改修などをする場合に交付します 

補助額：改修等に要した費用の 1/2以内（上限 30万円） 

※町外転入世帯は 10万円を加算 

※中学 3年生以下の子育て世帯は 10万円を加算 

※里山地域で小学生 6年生以下の子どもを養育する世

帯は 50万円を加算 

⑸住宅購入補助金 

「空き家バンク」に登録された住宅を居住目的で買い取

る人に交付します 

（売買契約締結後、１年以内に居住した場合に限りま

す） 

補助額：購入価格の 1/2以内（上限 40万円） 

※町外転入世帯は 20万円を加算 

※中学 3年生以下の子育て世帯は 10万円を加算 

※里山地域で小学生 6年生以下の子どもを養育する世

帯は 50万円を加算 

※改修加算 改修等に要した費用の 1/2以内（上限 50

万円） 

⑹宅地購入補助金 

「空き家バンク」に登録された宅地を居住目的で買い取

る人に交付します 

（売買契約締結後、５年以内に居住した場合に限りま

す） 

補助額：購入価格の 1/2以内（上限 20万円） 

※町外転入世帯は 30万円を加算 

※中学 3年生以下の子育て世帯は 10万円を加算 

※里山地域で小学生 6年生以下の子どもを養育する世

帯は 50万円を加算 

https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/machizukuri/sumai/1/1857.html
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/machizukuri/sumai/1/1857.html


⑺老朽危険家屋解体補助金 

「空き家バンク」に住宅解体後の跡地を登録することを

条件に、老朽化した住宅等を解体する空き家の所有者

に交付します 

（町職員が調査をして、危険性が認められた住宅の場

合に限ります） 

補助額：①倒壊危険度ランクⅢ 

解体費用の 1/3以内（上限 60万円） 

※付属屋（上限 10万円） 

補助額： ②倒壊危険度ランクⅣ 

解体費用の 1/3以内（上限 100万円） 

※付属屋（上限 20万円） 

⑻老朽危険家屋解体促進支援補助金 

⑺の解体補助金を活用してランク３又はランク４の老朽

危険空き家を解体した跡地における住宅用地特例解

除後の固定資産税の差額分について、解体した翌年

から 3年間、跡地の所有者に対して交付します 

補助額：住宅用地特例解除後の固定資産税の差額 

（解体後の翌年度課税分から 3年間） 

入善町空き家活用

新規創業応援事

業補助金 

空き家バンクに登録された空き家を活用して、新規創業す

る者に対し、内外装の改修や備品購入などの初期投資に

要する経費について助成します 

補助額：初期投資経費の 3分の 1以内（上限 100万円） 

  

https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/machizukuri/sumai/1/1858.html
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/machizukuri/sumai/1/1858.html
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyosei/machizukuri/sumai/1/1858.html


【朝日町】 

制 度 名 支 援 条 件 等 支 援 内 容 担 当 課 
問い合わせ先 

電 話 番 号 

朝日町住宅取得促

進事業 

①宅地の購入 

中古住宅と底地を同時に取得した者に対し宅地所得費を補助 
補助額：取得費の 10％（上限 50万円） 

建設課 

0765-83-1100 

（代表） 

②中古住宅の購入・リフォーム（旧制度：R05.09.30迄） 

中古住宅の購入費、町内業者による中古住宅のリフォーム費を補助 

補助額：取得費等の 10％又は次のいずれか

低い額 

・一般世帯 20万円  ・転入世帯 120万円 

・近居世帯 120万円 ・同居世帯 170万円 

②中古住宅の購入・リフォーム（新制度：R05.01.01～） 

中古住宅の購入費、町内業者による中古住宅のリフォーム費を補助 

補助額：取得費等の 10％又は次のいずれか

低い額 

・一般世帯 20万円  ・転入世帯 120万円 

・近居世帯 70万円  ・同居世帯 120万円 

世帯構成による加算金（上限：100万円） 

・若年者世帯 25万円・未成年 25万円/人 

・新婚世帯 50万円 

朝日町賃貸住宅家

賃補助事業 

空き家情報バンクに登録されている物件を借りた転入世帯、新婚世

帯の方に対し、家賃の一部を最高 3年間交付 
補助額：月額賃料の 50％（最高 2万円/月） 

朝日町老朽危険家

屋等撤去促進事業 

内容：老朽危険家屋の解体費補助 

対象：①区域：町内全域 

②建物：居住及び使用されていない住宅、店舗、事務所、倉庫等 

補助額：解体費用の 1/2以内（限度額 50万

円） 

住民・子ども

課 

朝日町商業等魅力ア

ップ事業 

内容：店舗を新築又は既存の住宅を店舗に改装若しくは空き店舗等

を改装し起業する事業者又は既存店舗のリニューアルに対して、

店舗の取得費、改装費、賃借等に係る経費の一部を補助する。 

補助率：1/2、上限：100万円（中心市街地等

で起業する場合は 200万円） 

商工観光課 朝日町サテライトオフ

ィス誘致事業補助金

（お試しサテライトオ

フィス等運営事業） 

町内で空家等を活用し、新たにサテライトオフィス等を運営する事業

者に対して、土地建物賃借料、光熱水費、通信費等を補助する。 

補助率：補助対象経費の 1/2（上限 6万円/月） 

期間：オフィスの事業開始月～12 ヵ月間 

空き家利活用モデル

事業 

町内の空き家を取得又は賃借し、サテライトオフィスやコワーキング

スペース等の施設整備のために必要なリフォームを行い、当該施設

の運営を行う事業者にリフォーム費用を助成するもの。 

補助額：工事費の 1/2（上限 150万円） 

住民・子ども

課、 

移住定住拠

点施設 こす

ぎ家（受託

事業者：

0765-83-1100 

（代表）、 

 

0765-83-3453 

 

空き家改修費補助事

業 

空き家の所有者に、貸し出すために必要となったリフォーム費用を助

成することで、空き家、特定空き家の解消、移住・定住につなげる。 
補助額：工事費の 1/2（上限 50万円） 

https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kensetsu/1449206958224.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kensetsu/1449206958224.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kensetsu/1449206958224.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kensetsu/1449206958224.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/shokokanko/syoukou/1464582921692.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/shokokanko/syoukou/1464582921692.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/jumin_kodomo/ijuteiju/akiyarikatuyou/1639962058465.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/jumin_kodomo/ijuteiju/akiyarikatuyou/1639962058465.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/jumin_kodomo/ijuteiju/akiyarikatuyou/1639962058465.html
https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/jumin_kodomo/ijuteiju/akiyarikatuyou/1639962058465.html


空き家家財道具等処

分費補助事業 

空き家情報バンクを通じ賃貸または売買の契約が成立した物件の

所有者に対し、家財道具等を処分する際の費用を助成するもの。 
補助額：補助対象経費の 1/2（上限 10万円） 

NPO法人コ

クリエ） 

 

https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/jumin_kodomo/ijuteiju/akiyarikatuyou/1639962058465.html
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